
 

 

                         議案第２６号   

 

日立市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 日立市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。  

 

      令和  ３  年  ３  月  ３  日提出  

 

                日立市長   小  川  春  樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 （提案説明）  

 介護保険法の規定に基づき、第１号被保険者の令和３年度から令和５

年度までの各年度における保険料率を定めるため、本条例を制定するも

のであります。   



 

 

   日立市介護保険条例の一部を改正する条例  

 日立市介護保険条例（平成１２年条例第１５号）の一部を次のように

改正する。  

 第１０条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年

度から令和５年度まで」に改め、同項第１号中「２９，７００円」を

「 ３ ０ ， ９ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中 「 ４ ２ ， １ ０ ０ 円 」 を    

「 ４ ３ ， ８ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 ４ ４ ， ５ ０ ０ 円 」 を    

「 ４ ６ ， ３ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ４ 号 中 「 ５ ３ ， ４ ０ ０ 円 」 を    

「 ５ ５ ， ６ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ５ 号 中 「 ５ ９ ， ４ ０ ０ 円 」 を    

「 ６ １ ， ８ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ６ 号 中 「 ７ １ ， ２ ０ ０ 円 」 を    

「 ７ ４ ， １ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ７ 号 中 「 ７ ７ ， ２ ０ ０ 円 」 を    

「 ８ ０ ， ３ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ８ 号 中 「 ８ ９ ， １ ０ ０ 円 」 を    

「９２，７００ 円」に改め、同項第９ 号中「１００，９００円」を   

「 １ ０ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 令 和 ２ 年 度 」 を     

「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「１７，８００円」を      

「１８，５００円」に改め、同条第３項中「令和２年度」を「令和３年

度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で の 各 年 度 」 に 、 「 ２ ９ ， ７ ０ ０ 円 」 を      

「３０，９００円」に改め、同条第４項中「令和２年度」を「令和３年

度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で の 各 年 度 」 に 、 「 ４ １ ， ５ ０ ０ 円 」 を      

「４３，２００円」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  



 

 

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の第１０条の規定は、令和３年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和２年度以前の年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。  


